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受
診
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
年
に

一
回
は
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
】　

八
幡
浜
保
健
所　

☎
０
８
９
４（
２
２
）４
１
１
１

　

土
地
・
建
物
・
会
社
な
ど
に
関

す
る
登
記
、
戸
籍
、
供
託
、
人
権

問
題
な
ど
、
法
務
局
で
取
り
扱
う

事
務
全
般
に
関
す
る
相
談
を
受
け

付
け
ま
す
。
相
談
料
は
無
料
で
、

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

●
日
時　

10
月
３
日（
日
）

　
　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

■
大
洲
北
只
Ｉ
Ｃ

　

～
西
予
宇
和
Ｉ
Ｃ
間

●
規
制
日
時　

10
月
12
日（
火
）～

　

14
日（
木
）
の
午
後
８
時
～
翌

　

午
前
６
時

●
迂
回
路　

国
道
56
号

■
松
山
Ｉ
Ｃ
～
大
洲
Ｉ
Ｃ
間

●
規
制
日
時　

10
月
18
日（
月
）
～

　

21
日（
木
）
の
午
後
８
時
～
翌

　

午
前
６
時

●
迂
回
路　

県
道
伊
予
川
内
線
・

　

国
道
56
号

【
問
い
合
わ
せ
】

西
日
本
高
速
道
路
㈱
四
国
支
社

愛
媛
高
速
道
路
事
務
所

☎
０
８
９
（
９
０
５
）
０
１
８
１

　

http://w
w

w
.w

-nexco.co.jp/

　

construction/

　

結
核
は
過
去
の
病
気
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
高
齢
者
や
腎
不
全
・
糖

尿
病
な
ど
の
免
疫
力
が
低
下
す
る

疾
患
を
持
つ
人
は
特
に
注
意
が
必

要
で
す
。
せ
き
が
２
週
間
以
上
続

く
、
痰た

ん

が
出
る
、
胸
が
痛
い
な
ど
、

気
に
な
る
症
状
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に

●
場
所　

松
山
地
方
法
務
局

【
問
い
合
わ
せ
】

松
山
法
務
局　

大
洲
支
局

☎
０
８
９
３（
５
０
）５
０
５
５

　

自
賠
責
保
険
・
共
済
は
、
万
一

の
自
動
車
事
故
の
際
の
基
本
的
な

対
人
賠
償
を
目
的
と
し
て
、
原
動

機
付
き
自
転
車
を
含
む
す
べ
て
の

自
動
車
に
加
入
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
自
賠
責
保
険
・
共

済
な
し
で
の
運
行
は
法
令
違
反
で

す
。
有
効
期
限
切
れ
、
か
け
忘
れ

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

四
国
運
輸
局　

愛
媛
運
輸
支
局

☎
０
８
９（
９
５
６
）１
５
６
３

　

http://w
w

w
.jibai.jp

　

自
動
車
の
使
用
者
は
、
日
常
点

検
や
定
期
点
検
を
確
実
に
行
い
、

適
切
な
保
守
管
理
を
行
う
責
任
が

法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

日
ご
ろ
か
ら
こ
ま
め
に
点
検
・

整
備
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
】

四
国
運
輸
局　

愛
媛
運
輸
支
局

☎
０
８
９（
９
５
６
）１
５
６
３

　取引や証明に「特定計量器（はかり）」を
使用している人は、計量法により２年に１
度の検査が義務付けられています。合格
シールのないはかりは、原則として使用で
きません。
　前回検査を受けた人は、後日郵送される
通知書をご覧の上、受検してください。ま
た、当日都合が悪い場合は、最寄りの会場
にて必ず受検してください。なお家庭内で
使用しているヘルスメーター・キッチンス
ケールなどは検査不要です。

特定計量器の定期検査

【問い合わせ】
○産業建設課  産業振興班
○愛媛県計量検定所
　☎０８９（９４７）４００１

実施日 時　　間 検査会場

10/ ４
（月）

午前 10 時
～ 11 時 30 分

ＪＡ愛媛たいき
大瀬支所

午後１時
～３時 内子分庁

５（火） 午前 10 時
～午後３時 内子分庁

６（水） 午前 10 時
～午後３時

内子町役場
（本庁）

７（木）

午前 10 時
～ 11 時 30 分

ＪＡえひめ中央
田渡経済センター

午後１時
～２時 30 分

ＪＡえひめ中央
参川経済センター

８（金） 午前 10 時
～午後２時 小田林業センター

■検査日程

法
務
局
く
ら
し
の
相
談
所

を
開
設
し
ま
す

９
月
24
～
30
日
は

「
結
核
予
防
週
間
」で
す

自
賠
責
保
険
・
共
済
の

有
効
期
限
切
れ
に
注
意

９
月
・
10
月
は「
自
動
車

点
検
整
備
推
進
月
間
」

松
山
自
動
車
道
夜
間
通
行

止
め
の
お
知
ら
せ


